
◎ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律 
（令和七年一二月一〇日法律第八三号）   

一、 提案理由（令和七年一一月一九日・衆議院内閣委員会） 

○あかま国務大臣 ただいま議題となりましたストーカー行為等の規制等に関する法律

の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたしま

す。 

 この法律案は、最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、紛失時における発見の

ために用いられる識別情報を送信する機能を有する装置の位置情報を、当該装置を所持

する者の承諾を得ないで取得する行為等を規制の対象に加えるとともに、警告等に係る

違反行為の相手方に係る一定の情報の保有等をする者が当該警告等を受けた者に対して

当該情報を提供するおそれがある場合の措置に関する規定を整備すること等をその内容

としております。 

 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 

 第一は、位置情報無承諾取得等に該当する行為の追加であります。これは、いわゆる

紛失防止タグを位置特定用識別情報送信装置と定義した上で、当該装置を所持する相手

方の承諾を得ないでその位置情報を取得する行為等を規制対象に加えるものであります。 

 第二は、職権での警告を可能とするための規定の整備であります。これは、警察本部

長等が、警告を求める旨の申出を受けていなくても、職権で警告することができること

とするものであります。 

 第三は、警告及び禁止命令等に係る通知に関する規定の整備であります。これは、警

察本部長等又は都道府県公安委員会が警告等をしたときは、警告等に係る申出を受けた

場合以外の場合においても、速やかに、当該警告等に係る違反行為の相手方に通知しな

ければならないこととするものであります。 

 第四は、ストーカー行為等の相手方に係る一定の情報を提供するおそれがある場合の

措置に関する規定の整備であります。これは、警察本部長等が、警告等があった場合に

おいて、当該警告等に係る違反行為の相手方に係る情報の保有者等が当該警告等を受け

た者であって現にストーカー行為等をするおそれがあるものに対して当該相手方の氏名、

住所等の情報を提供するおそれがあると認めるときは、当該保有者等に対し、当該提供

の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを通知して、当該提供を

行わないよう求めることができることとするものであります。 

 第五は、ストーカー行為等の相手方に対する援助に関する規定の整備であります。こ

れは、ストーカー行為等が行われている場合における当該ストーカー行為等の相手方に

対する援助に係る努力義務の主体に、当該相手方を雇用する者及び当該相手方が就学す

る学校の長を追加するものであります。 

 第六は、禁止命令等を行う都道府県公安委員会等に関する規定の整備であります。こ

れは、禁止命令等若しくは聴聞又は警告を行うことができる機関に、当該禁止命令等若



しくは聴聞又は警告に係る違反行為の相手方の当該違反行為が行われたときにおける住

所又は居所の所在地を管轄する機関を追加するものであります。 

 なお、この法律の施行日は、位置情報無承諾取得等に該当する行為の追加、職権での

警告を可能とするための規定の整備、警告及び禁止命令等に係る通知に関する規定の整

備、ストーカー行為等の相手方に対する援助に関する規定の整備並びに禁止命令等を行

う都道府県公安委員会等に関する規定の整備については公布の日から起算して二十日を

経過した日、ストーカー行為等の相手方に係る一定の情報を提供するおそれがある場合

の措置に関する規定の整備については公布の日から起算して三月を経過した日としてお

ります。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。 

二、衆議院内閣委員長報告（令和七年一一月二五日） 

○山下貴司君 ただいま議題となりました両案につきまして、内閣委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案は、最近にお

けるストーカー行為等の実情に鑑み、いわゆる紛失防止タグを位置特定用識別情報送信

装置と定義した上で、当該装置を所持する相手方の承諾を得ないでその位置情報を取得

する行為等を規制対象に加えるとともに、警告等を受けた者に対して当該警告等の相手

方に係る一定の情報を提供するおそれがある場合の措置に関する規定の整備等を行うも

のであります。 

……………（略）…………… 

 両案は、去る十一月十八日本委員会に付託され、翌十九日あかま国家公安委員会委員

長及び黄川田国務大臣からそれぞれ趣旨の説明を聴取しました。次いで、二十一日に質

疑を行い、質疑終局後、順次採決いたしましたところ、両案はいずれも全会一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年一一月二一日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なき

を期すべきである。 

一 本法による位置特定用識別情報送信装置を用いた位置情報無承諾取得等に対する規

制を始めとする、ストーカー行為等に対する種々の規制の実効性を高めるための方策

について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。 

二 オンラインでのつきまとい等、ストーカー事案の手口が多様化していることに鑑み、

ストーカー行為等の実態について不断の情報収集・分析を行い、必要な対策を講ずる

こと。また、被害者等の位置情報を把握する行為に着目した規制の在り方について検



討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。 

三 ストーカー行為等の規制等に関する法律（以下「ストーカー規制法」という。）第

二条第三項に基づく政令の改定に当たっては、規制事項を具体的かつ明確なものとし、

対象を不当に拡大しないようにすること。 

四 ストーカー規制法第四条に基づく警告は被害者の意向を踏まえて行うこととし、職

権による警告を検討する際にも、被害者との相談等を通じて被害者の心情を丁寧に把

握しその意思を尊重すること。 

五 外形的にはストーカー規制法において規制される「つきまとい等」に相当する行為

であるが恋愛感情等によらないものを同法の規制対象とする必要性について、その実

態及び諸外国の制度を踏まえて検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。

その際、規制が過度に広範なものとならないよう留意すること。 

六 加害者に対する治療について、警察からの働き掛けが実際の治療に結び付いている

例が少ないという実態に鑑み、その原因を分析するとともに、カウンセリングや治療

の費用負担軽減、医療体制の拡充、加害者及びその家族からの相談窓口の拡充を始め

とする適切な措置を講ずること。 

七 専門的な立場から被害者の心のケアや加害者への治療の説得を行うために、都道府

県警察への心理専門職の配置を支援するなど、被害者の相談や加害者への対応時に心

理専門職の活用に努めること。 

八 ストーカー事案の被害者が、早期の段階で関係機関につながるように、警察だけで

なく国及び地方公共団体の相談窓口を充実させるとともに、民間の自主的な活動を含

めた連携協力を推進すること。また、前回の附帯決議以降の進捗状況を報告すること。 

九 ストーカー事案の相談等件数が高止まりしている現状に鑑み、ストーカー行為等の

原因について分析するとともに、その背景にある社会課題の解決や被害者にも加害者

にもならないための予防啓発・教育の実施など、ストーカー行為等の根絶に向け、政

府一丸となって取り組むこと。 

三、参議院内閣委員長報告（令和七年一二月三日） 

○北村経夫君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案は、紛失防止

タグの位置情報を承諾を得ずに取得する行為等を規制の対象に追加するとともに、職権

での警告を可能とする規定の整備等を行おうとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、位置情報を取得する行為を包

括的に規制する必要性、相談等支援の拡充、加害者に対する治療等の推進、川崎ストー

カー事案の教訓等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願

います。 



 質疑を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可

決すべきものと決定いたしました。 

 なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年一二月二日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 

一 本法による位置特定用識別情報送信装置を用いた位置情報無承諾取得等に対する規

制を始めとする、ストーカー行為等に対する種々の規制の実効性を高めるための方策

について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。 

二 オンラインでのつきまとい等、ストーカー事案の手口が多様化・巧妙化しているこ

とに鑑み、ストーカー行為等の実態について不断の情報収集・分析を行い、必要な対

策を講ずること。また、被害者等の位置情報を把握する行為に着目した規制の在り方

について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。 

三 ストーカー行為等の規制等に関する法律（以下「ストーカー規制法」という。）第

二条第三項に基づく政令の改正に当たっては、規制事項を具体的かつ明確なものとし、

対象を不当に拡大しないようにすること。 

四 ストーカー規制法第四条に基づく警告は被害者の意向を踏まえて行うこととし、職

権による警告を検討する際にも、被害者との相談等を通じて被害者の心情を丁寧に把

握し、その意思を尊重すること。 

五 外形的にはストーカー規制法において規制される「つきまとい等」に相当する行為

であるが恋愛感情等によらないものを同法の規制対象とする必要性について、その実

態及び諸外国の制度を踏まえて検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。

その際、規制が過度に広範なものとならないよう留意すること。 

六 ストーカー加害者に対する再犯防止のためのカウンセリングや治療が重要であるに

もかかわらず、警察からの働きかけが実際の治療等に結び付いている例が少ないとい

う実態に鑑み、その原因を分析するとともに、関係府省庁が連携して、カウンセリン

グや治療の費用負担軽減、医療体制の確立・拡充、加害者及びその家族からの相談窓

口の拡充を始めとする適切な措置を講ずること。 

七 専門的な立場から被害者の心のケアが十分に行われ、加害者への治療等が促進され

るよう、都道府県警察への心理専門職の配置を支援するなど、被害者の相談や加害者

への対応時に心理専門職の活用に努めること。 

八 ストーカー事案の被害者が、早期の段階で関係機関につながるように、警察だけで

なく国及び地方公共団体の相談窓口を充実させるとともに、民間の自主的な活動を含

めた連携協力を推進すること。また、令和三年法改正以降の進捗状況を報告すること。 

九 ストーカー事案を始めとする恋愛感情のもつれに起因する暴力的事案については、

事態が急展開して重大事件に発展するおそれが大きいことから、警察においては、ス



トーカー行為等の被害者等の安全の確保を最優先に対応すること。 

十 ストーカー事案の危険性・切迫性の適正な評価、とりわけ被害者から相談や被害届

の取下げの申出があった際に、被害者が加害者等の影響下にないかを確認するなどの

被害者の真意の慎重な見極めが、全国の警察においてあまねく実施されるよう、知見

や経験のある警察官の育成・配置、当該知見等をいかした対応マニュアルの作成・共

有等を行うこと。 

十一 ストーカー事案の相談等件数が高止まりしている現状に鑑み、ストーカー行為等

の原因について分析するとともに、その背景にある孤独・孤立などの社会課題の解決

や被害者にも加害者にもならないための予防啓発・教育の実施など、ストーカー行為

等の根絶に向け、政府一丸となって取り組むこと。 

  右決議する。 


